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○ 取扱い 

 脂質異常症治療薬のうち効能及び効果が「高脂血症」である場合、傷病

名が「脂質異常症」、「高コレステロール血症」又は「高トリグリセライド

血（高トリグリセリド血症）」に対する投与は、原則認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 脂質異常症は高 LDL コレステロール血症、低 HDL コレステロール血

症、高トリグリセライド血症（高トリグリセリド血症）を含めた総称であ

る。また、「高脂血症」は 2007年より「脂質異常症」に名称が変更された

ため脂質異常症と高脂血症は同義と考える。 

したがって、効能及び効果が「高脂血症」である医薬品については、「脂質

異常症」及び脂質異常症に含まれる「高コレステロール血症」「高トリグ

リセライド血症（高トリグリセリド血症）」に対して原則認められると整

理した。 

 


